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地方独立行政法人大阪府立病院機構の役員報酬等規程の改正について（通知） 

 

別添のとおり、平成２０年９月１０日付け府病本第３３４号及び府病本第３３６号により、

地方独立行政法人大阪府立病院機構理事長から役員報酬規程を改正した旨の届出がありまし

たので、地方独立行政法人法第４９条第１項の規定に基づき通知します。 

 

 

 

 

 

 

連絡先 

 大阪府健康福祉部 

  病院事業課企画推進グループ 

          水井 理弘 

  TEL 06-6941-0351  内線 2501 

   FAX 06-6944-6688 
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【別添１】

morimitsuy
テキストボックス
※「給与規程」の変更に関する法定の手続は、法人から知事への届出のみですので、給与規程に関する資料等の添付は省略させていただいております。



【別紙１】







【別添２】



【別紙２】 
地方独立行政法人大阪府立病院機構 役員報酬等規程 

 

制定 平成１８年 ４月 １日規程第 ４号 

改正 平成２０年 ３月２６日規程第７３号 

改正 平成２０年 ７月２９日規程第９２号 

改正 平成２０年 ９月１０日規程第９５号 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、地方独立行政法人大阪府立病院機構（以下「法人」という。）の理事長、副

理事長、理事及び監事（以下「役員」という。）の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的

とする。 

 

（役員の報酬） 

第２条 役員の報酬は、常勤の役員については、基本給、通勤手当及び賞与とし、非常勤の役員

については、非常勤役員手当とする。ただし、地方独立行政法人大阪府立病院機構職員給与規

程（以下「職員給与規程」という。）、地方独立行政法人大阪府立病院機構非常勤職員給与規程

又は地方独立行政法人大阪府立病院機構院長等給与規程の適用を受ける職員（以下「職員」と

いう。）が非常勤の役員を兼ねる場合は、非常勤役員手当を支給しない。 

 

（報酬の支給日） 

第３条 報酬の支給日は、職員給与規程第７条の規定の例による。 

 

（基本給） 

第４条 常勤の役員の基本給の額は、次の表のとおりとする。 

区  分 基本給の額（月額） 

理事長 １，１４０，０００円

副理事長 ９３０，０００円

 

（通勤手当） 

第５条 通勤手当の額及び支給に関しては、職員の例による。 

 

（賞与） 

第６条 賞与は、毎年６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する常

勤の役員に対して支給する。これらの基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した常勤の役員

についても同様とする。 

２ 賞与の額は、基準日現在において受けるべき基本給の月額及びその月額に１００分の２０を

乗じて得た額の合計額に、６月に支給する場合においては１００分の２１０、１２月に支給す

る場合においては１００分の２３０を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間における

その者の在職期間の区分に応じて職員給与規程第３５条第２項に定める割合を乗じて得た額と

する。 

３ 前項の賞与の額を定めるにあたっては、大阪府地方独立行政法人評価委員会が行う業績評価

の結果、役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案するものとし、前項の規定による

  1/3 



  2/3 

賞与の額の１００分の１０の範囲内で、これを増額し又は減額することができるものとする。 

４ 第２項の賞与に係る在職期間には、大阪府職員が退職し、その退職の日の翌日から役員とな

った場合におけるその者の大阪府職員としての在職期間を含むものとする。 

５ 第２項の賞与の一時差止処分その他賞与の支給に関しては、職員の例による。 

 

（非常勤役員手当） 

第７条 非常勤役員手当の額は、月額５０，０００円とする。 

２ 前項に定める額のほか、非常勤役員の勤務日数に応じ、通勤に要する費用の相当額を支給す

ることができる。 

 

（日割計算） 

第８条 新たに常勤の役員となった者には、その日から基本給を支給する。 

２ 常勤の役員が退職し、又は解任された場合には、その日までの基本給を支給する。 

３ 常勤の役員が死亡により退職した場合には、その月までの基本給を支給する。 

４ 第１項及び第２項の規定により基本給を支給する場合における日割計算の方法については、

職員の例による。 

 

（報酬の支払方法） 

第９条 役員の報酬は、当該役員の本人名義の預貯金口座への振込の方法により、その全額を支

払うものとする。ただし、法令に基づき役員の報酬から控除すべき金額がある場合には、その

役員に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。 

 

（端数の処理） 

第１０条 この規程により計算した金額に、１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。 

 

（準用） 

第１１条 役員の報酬の支給については、この規程に定めるもののほか、職員の例による。 

 

（退職手当） 

第１２条 役員の退職手当については、支給しないものとする。 

 

附 則（平成１８年規程第４号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

（賞与の特例） 

２ 第６条の規定にかかわらず、平成１８年６月１日から平成２２年１２月１日までの間におけ

る基準日（同条第１項に規定する基準日をいう。）に係る理事長及び副理事長の賞与の額は、そ

れぞれの当該基準日に係る同条に定める額から、理事長にあってはその１００分の１５、副理

事長にあってはその１００分の１０に相当する額（その額に１円未満の端数を生じたときは、

これを切り捨てた額）を減じた額とする。 
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附 則（平成２０年規程第７３号） 

 この規程は、平成２０年４月 1日から施行する。 

 

附 則（平成２０年規程第９２号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２０年８月 1日から施行する。 

（報酬の特例） 

２ 理事長及び副理事長の基本給の額は、平成２０年８月１日から平成２３年３月３１日までの

間において、第４条の規定にかかわらず、同条に定める額から、理事長にあっては、その１０

０分の２０、副理事長にあっては、その１００分の１８に相当する額を減じた額とする。ただ

し、手当の額の算出の基礎となる基本給の月額は、同条に定める額とする。 

 

附 則（平成２０年規程第９５号） 

 この規程は、平成２０年１０月 1日から施行する。 

 


	資料3-3◆評価委員会への通知文.pdf
	資料3-3_改正の通知（病院機構）bk.pdf
	資料2 改正の通知（病院機構）.pdf
	大学通知文
	◆評価委員会への通知文

	別添1
	別添（病院届出1）.pdf
	病院基準（200801）
	H.pdf
	H2


	別添2
	別添（病院届出2）.pdf
	病院基準（201001）





